
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

（
政
党
の
支
部
）

政

治

団

体

の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年

月

日

名

称

自
由
民
主
党
高

植
村
家
忠

会
計
責
任
者

森
村
正
宏

森
下
明

平
成
二
十
九
年

取
町
支
部

十
二
月
一
日

民
進
党
奈
良
県

藤
野
良
次

会
計
責
任
者

森
田
浩
行

松
山
圭
介

平
成
三
十
年
二

第
１
区
総
支
部

月
一
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年

月

日

名

称

寺
田
も
と
あ
き

中
西
秀
和

会
計
責
任
者

寺
田
洋
子

川
尻
全
良

平
成
三
十
年
二

後
援
会

月
一
日

杉
本
く
に
の
り

杉
本
訓
規

主
た
る
事
務


城
市
東
室


城
市
北
花

平
成
三
十
年
二

後
援
会

所
の
所
在
地

二
〇
七
ー
一

内
七
四
五
ー

月
二
日

一



増
井
敬
史
後
援

増
井
庸
一

代
表
者

増
井
庸
一

佐
々
木
春
信

平
成
三
十
年
二

会
（
安
堵
町
の

月
一
日

ま
ち
づ
く
り
を

考
え
る
会
）

創
高
会

浅
川
清
仁

主
た
る
事
務

大
和
郡
山
市

生
駒
市
東
生

平
成
三
十
年
二

所
の
所
在
地

筒
井
町
九
四

駒
一
ー
七
七

月
一
日

〇
ー
一

ー
六

高
市
早
苗
連
合

菊
池
攻

主
た
る
事
務

大
和
郡
山
市

生
駒
市
東
生

平
成
三
十
年
二

後
援
会

所
の
所
在
地

筒
井
町
九
四

駒
一
ー
七
七

月
一
日

〇
ー
一

ー
六

代
表
者

菊
池
攻

中
野
陽
泰

大
淀
町
あ
ら
い

岡
下
守
正

主
た
る
事
務

吉
野
郡
大
淀

吉
野
郡
大
淀

平
成
三
十
年
二

正
吾
後
援
会

所
の
所
在
地

町
大
字
中
増

町
大
字
北
六

月
一
日

五
〇
七
ー
一

田
二
八
一
ー

五

高
市
早
苗
を
囲

南
幸
治

主
た
る
事
務

香
芝
市
下
田

奈
良
市
油
阪

平
成
三
十
年
一

む
公
認
会
計
士

所
の
所
在
地

東
一
ー
三
一

町
四
五
六

月
二
十
七
日

の
会

五
ー
三

代
表
者

南
幸
治

森
田
務

会
計
責
任
者

廣
田
壽
俊

南
幸
治

ま
ぶ
ち
会

馬
淵
澄
夫

会
計
責
任
者

森
田
浩
行

松
山
圭
介

平
成
二
十
九
年

十
一
月
一
日



岩
本
孝
後
援
会

吉
谷
昇

代
表
者

吉
谷
昇

今
西
唯
志

平
成
二
十
九
年

十
月
三
十
一
日

会
計
責
任
者

中
谷
裕
子

上
西
文
雄
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